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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
人体感知手段と手感知手段の信号に基づきバルブ駆動部を駆動する制御回路と、前記バル
ブ駆動部に基づき作動して水を吐水するバルブを備える便器洗浄装置において、前記人体
感知手段による出力がしきい値を越えると、前記手感知手段の感知距離を短くすることを
特徴とする便器洗浄装置。
【請求項２】
人体感知手段と手感知手段の信号に基づきバルブ駆動部を駆動する制御回路と、前記バル
ブ駆動部に基づき作動して水を吐水するバルブを備える便器洗浄装置において、前記人体
感知手段による出力がしきい値を越えると、前記手感知手段の感知を判定するオンディレ
ーを長くすることを特徴とする便器洗浄装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は自動給水洗浄装置及び手感知により洗浄を行う便器洗浄装置に係り、特に好適
な大便器・小便器用自動フラッシュバルブ等に関する。
【０００２】
【従来の技術】
　感知部を２つ設けた洗浄装置の先行技術として特開昭61－109832号公報が知られている
。これは、第1感知部の感知信号に基づいて便器の駆動弁を作動させ、且又、第１感知部
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の感知信号がある時のみに第2感知部からの信号を許容して駆動弁を作動させるというも
のであった。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
　しかしながら、従来の手感知手段は、特に和風便器に近設した場合、使用者と操作部と
の距離が近くなるため、例えばトイレットペーパーをとる際などに使用者の意図に反して
洗浄を行ない、無駄に水を流してしまう問題があった。
【０００４】
　しかし、和風便器において誤作動を防止するために、例えば手感知手段の感知距離を縮
めると、使用者が立って洗浄操作を行なう時、操作部が遠く、操作性が悪くなるという相
反性があった。
【０００５】
　本発明は上記課題を解決するためになされたもので、本発明の目的は、人体感知手段の
検知信号により使用者の動作を勘案して手感知手段の応答性をコントロールすることにあ
る。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
上記目的を達成するために本発明においては、人体感知手段と手感知手段の信号に基づき
バルブ駆動部を駆動する制御回路と、前記バルブ駆動部に基づき作動して水を吐水するバ
ルブを備える便器洗浄装置において、前記人体感知手段による出力がしきい値を越えると
、前記手感知手段の感知距離を短くすることを特徴とする。
【０００７】
　このように構成された便器洗浄装置を和風便器に適用する場合は人体感知手段を使用者
が立った状態では足元付近を検知し、座った状態では使用者の胸元から下腹部付近を検知
できる位置に設置する。この場合、足元付近と上半身では反射面積が違い、検知信号に差
が生じるので使用者の立ち、座りの状態の判定を行なうことができる。この人体感知手段
の検知信号に基づいて手感知手段の制御動作を変化させる。人体感知手段の検知信号に基
づいて、使用者が立っていると判断した時には手感知手段の感知距離を長くして操作性を
優先し、使用者が座っていると判断した時には手感知手段の感知距離を短くすることで誤
感知を低減し節水性を向上させる。
【０００８】
　一方、洋風便器に適用する場合は、人体感知手段を使用者の背面に設置する。着座時と
立位時では人体感知手段と使用者の距離が異なるため、それに伴い検知信号に差が生じる
。これにより、使用者の立ち、座りの状態の判定を行なうことができる。この人体感知手
段の検知信号に基づいて手感知手段の感知距離を変化させる。こうすることにより、手感
知手段の誤感知を低減でき、節水性の向上を図ることができる。
【０００９】
　また、本発明に別形態としては、人体感知手段と手感知手段の信号に基づきバルブ駆動
部を駆動する制御回路と、前記バルブ駆動部に基づき作動して水を吐水するバルブを備え
る便器洗浄装置において、前記人体感知手段による出力がしきい値を越えると、前記手感
知手段の感知を判定するオンディレーを長くすることを特徴とする。
【００１０】
　このように構成された便器洗浄装置を和風便器に適用する場合は人体感知手段を使用者
が立った状態では足元付近を検知し、座った状態では使用者の胸元から下腹部付近を検知
できる位置に設置する。この場合、足元付近と上半身では反射面積が違い、検知信号に差
が生じるので使用者の立ち、座りの状態の判定を行なうことができる。この人体感知手段
の検知信号に基づいて手感知手段の制御動作を変化させる。人体感知手段の検知信号に基
づいて、使用者が立っていると判断した時には手感知手段のオンディレーを短くし、使用
者が座っていると判断した時にはオンディレーを長くして誤感知の低減と節水性の向上を
図る。
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【００１１】
　一方、洋風便器に適用する場合は、人体感知手段を使用者の背面に設置する。着座時と
立位時では人体感知手段と使用者の距離が異なるため、それに伴い検知信号に差が生じる
。これにより、使用者の立ち、座りの状態の判定を行なうことができる。この人体感知手
段の検知信号に基づいて手感知手段のオンディレーを変化させる。こうすることにより、
手感知手段の誤感知を低減でき、節水性の向上を図ることができる。
【００１２】
【発明の実施の態様】
　以上説明した本発明の構成・作用を明らかにするために、以下本発明の好適な実施例に
ついて説明する。
【００１３】
　図１は、本発明に係わる実施例で、人体感知手段１と手感知手段２を備えた請求項１記
載の便器洗浄装置７の外観斜視図である。便器洗浄装置７の前面に人体感知手段１を設け
、便器洗浄装置７の上面に手感知手段２を設けている。矢印８は人体感知手段１の感知方
向を示し、矢印９は手感知手段２の感知方向を示している。
【００１４】
　図２は、和風便器３において座った状態で洗浄を行なった場合の図である。感知距離調
節は人体感知手段１が検知する積分電圧のレベル判定により行う。図３は使用前の積分電
圧波形４の例である。図４のように人体感知手段１および手感知手段２で検知された積分
電圧値が、しきい値５をこえた場合に駆動部ｈが作動し、洗浄が行われる。座って使用す
る時は、人体感知手段１は使用者の胸元から下腹部付近を感知しており、その積分電圧の
大きさによって手感知手段２の感知距離を短くする。図５に示すように、感知部ａ(人体
感知手段1)で検知した積分電圧値の大きさにより、感知距離制御回路ｅが作動し、その結
果が感知部ｂ(手感知手段２)の感知距離に反映される。これらの制御により、トイレット
ペーパーを巻きとる時などの誤作動の低減が可能となる。そして、使用者が座った状態で
手感知手段２に意図的に手をかざしたときに感知され、洗浄が行われる。
【００１５】
　図６は和風便器３において立ち洗浄を行なった場合の図である。この時、人体感知手段
１は使用者の足元付近を感知しており、その積分電圧値は座って洗浄を行う時のそれより
も小さく、誤感知がおこる可能性も少ない。そこで今度は、上記感知距離制御方法を用い
て、手感知手段２の感知距離を長くする。これにより、立ち洗浄時の操作性の向上が可能
となる。そして、使用者が立った状態で手感知手段２に意図的に手をかざしたとき感知さ
れ、洗浄が行われる。
【００１６】
　次に、図７のような洋風便器６の場合は、人体感知手段１が使用者の背面に設置される
ことになる。図８の洋風便器６での着座時は人体感知手段１と使用者の距離が短く、その
検知信号に伴い手感知手段２の感知距離を短くする。これにより、着座時の誤作動を低減
できる。反対に、立って洗浄を行う時は和風便器時と同様に手感知手段２の感知距離を長
くすることで操作性の向上を図る。
【００１７】
　図９は、本発明の別実施形態に係わる実施例である。上記感知距離制御と理論的には同
じで、感知部ａ(人体感知手段１)が作動している時は、図５に示すようにレベル判定をし
感知部ｂ(手感知手段２)のオンディレー制御を行う。例えば和風便器で使用者が座って洗
浄を行う時は感知部ｂのオンディレーを長くする。反対に立って洗浄を行う時は感知部ｂ
のオンディレーを短くする。こうすれば手感知手段の操作性の向上と誤感知の低減、節水
性の向上が実現できる。
【００１８】
　図１０は、更に操作性を向上させるための制御例である。人体感知手段が使用者有から
使用者無しと判定しても、手感知手段に一定期間(図中:Ｔ)使用者有の動作を維持する（
オフディレー）ことで洗浄操作を可能にする。
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【００１９】
【発明の効果】
　本発明は上記構成により次の効果を発揮する。人体感知手段と手感知手段の信号に基づ
きバルブ駆動部を駆動する制御回路と、バルブ駆動部に基づき作動して水を吐水するバル
ブを備え、かつ上記人体感知手段の検知信号に基づき手感知手段の制御動作を変化させる
便器洗浄装置において、座位時の操作では、人体感知手段の検知信号に基づいて手感知手
段の感知距離を縮める、またはオンディレーを長くするため、誤作動が低減され、それに
伴う節水性の向上が見込める。
【００２０】
　反対に、立位時には人体感知手段の検知信号に基づいて手感知手段の感知距離を伸ばす
、またはオンディレーを短くするため、操作性の向上が実現できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の便器洗浄装置の外観斜視図である。
【図２】　和式便器に本発明の便器洗浄装置を設置し、使用者が座った状態で洗浄を行な
う場合の側面図である。
【図３】　使用前の感知部（人体感知、手感知）の積分電圧波形の例である。
【図４】　使用中の感知部（人体感知、手感知）の積分電圧波形の例である。
【図５】　本発明の便器洗浄装置の洗浄、感知距離調節およびオンテ゛ィレー制御の構成
を示すブロック図である。
【図６】　和式便器に本発明の便器洗浄装置を設置し、使用者が立った状態で洗浄を行な
う場合の側面図である。
【図７】　本発明の便器洗浄装置を備えた洋式便器の外観斜視図である。
【図８】　洋式便器に本発明の便器洗浄装置を設置し、使用者が座った状態で使用してい
る側面図である。
【図９】　本発明の便器洗浄装置の手感知手段にオンテ゛ィレーを設けた時のタイムチャ
ートである。
【図１０】　便器洗浄装置の手感知手段にオフディレーを設けた時のタイムチャートであ
る。
【符号の説明】
　　１…人体感知手段
　　２…手感知手段
　　３…和風便器
　　４…積分電圧波形
　　５…しきい値
　　６…洋風便器
　　７…便器洗浄装置
　　８…人体感知手段の感知方向
　　９…手感知手段の感知方向
　　ａ…感知部（人体感知手段）
　　ｂ…感知部（手感知手段）
　　ｃ…レベル判定回路
　　ｄ…しきい値判定回路
　　ｅ…感知距離制御回路
　　ｆ…オンディレー制御回路
　　ｇ…出力回路
　　ｈ…駆動部
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